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今後目指すべき地方財政の姿と 

平成２７年度の地方財政への対応についての意見 

 

平成２６年１２月２６日 

地 方 財 政 審 議 会 

 

 当審議会は、今後目指すべき地方財政の姿と平成２７年度の地方財

政への対応について検討した結果、次のとおり結論を得たので、総務

省設置法第９条第３項の規定により意見を申し述べる。 

 

はじめに ～生活の安心、地域の課題克服に向けて～ 

 

 我が国は、２００８年をピークとして人口減少社会に突入した。政

府は、我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し、人口

の減少に歯止めをかけるとともに、東京圏への人口の過度の集中を是

正し、それぞれの地域で住みよい環境を確保して、将来にわたって活

力ある日本社会を維持していくため、『まち・ひと・しごとの創生』

（地方創生）の一体的な推進に取り組んでいる。 

 地域社会が多様化する中、地域ごとに抱える課題は異なり、その解

決のための処方箋も異なる。地方創生は、地域の実情に応じて、自ら

の発想と活動により推進されることが重要である。また、人口減少の

克服といった構造的な課題に対しては、対症療法的なものではなく、

長期的な視野を持った息の長い取組が必要である。さらに、地方が自

主的・主体的に地方創生に取り組むためには、その基盤となる地方分

権改革の推進が重要である。 

 子育てに関する不安、老後生活への不安、雇用の不安、災害や事故

への不安。人々の抱える様々な不安に対し、地方自治体は多様なセー

フティネットを構築することにより、住民に安心や幸せをもたらして

いる。人口減少社会にあっても、地方自治体は行政サービスを安定的

に提供し、住民生活の安心を確保することが求められている。 
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地方自治体が、人口減少を克服し、地方創生を成し遂げるとともに、

住民生活の安心を確保する役割をきちんと果たしていくためには、確

固とした地方財政の土台が不可欠である。必要な歳出総額及び一般財

源総額を安定的に確保することはもとより、地方創生などの喫緊の課

題に対応するための財源もしっかりと確保しなければならない。 

これらを踏まえ、当審議会では、今後目指すべき地方財政の姿と平

成２７年度の地方財政への対応についての意見を提出することとした。 

なお、目指すべき地方税制の姿と平成２７年度地方税制改正等への

対応については、平成２６年１２月１９日の当審議会意見「平成２７

年度地方税制改正等に関する地方財政審議会意見」のとおりである。 

 

第一 今後目指すべき地方財政の姿 

 

１．息の長い地方創生の推進 

 

地方の再生なくして日本の再生なし。いまだ日本の隅々にまで行き

渡っているとはいえない景気回復の実感を全国津々浦々に届けること、

急速に人口減少・高齢化が進行している中、人口減少を克服し、地方

創生を推進することは、我が国の最重要課題である。 

地方創生は、国と地方の役割分担の下、地域の課題解決については

地域の実情を踏まえ、地方の創意と責任で推進するとともに、地方自

治体が各般の施策を有機的に関連づけて、総合的に、息長く推進して

いくことが重要である。 

また、地方自治体間の連携や公共施設等の適正配置の推進のように、

人口減少社会において、地方自治体がいかにして公共サービスを安定

的に提供するかという視点も重要である。 

 

２．住民生活の安心の確保 

 

社会保障のうち、年金を除く医療、介護、子育て、障害者福祉など
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の多くは現物サービスであり、住民に身近な地方自治体を通じて国民

に提供されている。 

政府は、税制抜本改革法の規定 1に基づき、経済状況等を総合的に

勘案した結果として、デフレから脱却し、経済成長を確かなものとす

るため、消費税率（国・地方）１０％への引上げを平成２９年４月に

延期することとした。 

今後、この方針に基づき、社会保障・税一体改革が推進されること

となるが、社会保障の充実とその財源の確保の重要性には変わりなく、

社会保障分野において重要な役割を果たしている地方自治体に必要な

社会保障財源を確保していかなければならない。 

また、地方自治体は、社会保障の他にも、教育、防災・減災、社会

資本整備など、住民に身近なところで、行政サービスを提供している。 

人口減少社会の到来、少子高齢化の進展、雇用環境や産業構造の変

化など社会経済情勢が大きく変化している中にあっても、すべての地

域において、地方自治体が行政サービスを安定的に提供し、住民生活

の安心を確保することが必要である。 

 

３．目指すべき地方財政の姿 

 

（１）持続可能な地方財政基盤の構築 

 

我が国では、住民への行政サービス提供の主な担い手は地方自治体

である。国と地方を通じた歳出のうち、社会保障、教育、社会資本整

備など住民に身近な行政サービスに関連する経費は、地方自治体を通

1 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部

を改正する等の法律」（平成２４年８月２２日法律第６８号）附則第１８条第３項及び「社

会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付

税法の一部を改正する法律」（平成２４年８月２２日法律第６９号）附則第１９条第３項に

おいて、（消費税率及び地方消費税率の）「引上げに係る改正規定のそれぞれの施行前に、

経済状況の好転について、名目及び実質の経済成長率、物価動向等、種々の経済指標を確

認し、前２項の措置を踏まえつつ、経済状況等を総合的に勘案した上で、その施行の停止

を含め所要の措置を講ずる。」と規定されている。 
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じて支出される割合が高い（資料１）。 

地方自治体が、行政サービスを安定的に提供し、住民生活の安心を

確保するとともに、我が国の最重要課題である地方創生に自主的・主

体的に取り組むことができるようにするためには、地方の財政基盤が

持続可能なものであることが必要である。 

このため、地方自治体が実施すべき行政サービスに必要な額を歳出

総額として確保し、地方の安定的な財政運営に必要な一般財源総額を

確保することが必要である。 

また、地域経済再生が財政健全化を促し、財政健全化の進展が地域

経済再生の一段の進展に寄与する好循環の形成を目指し、「地域経済

再生と財政健全化の両立」に向けた努力を継続しなければならない。 

 

（２）地方の自立性の向上 

 

地方創生は、地域の実情に応じ、地方の創意と責任で推進されるこ

とが重要である。また、地域社会が多様化する中にあって、住民生活

の安心を確保するためには、行政サービスを安定的に提供することは

もとより、住民ニーズを的確に把握し、創意工夫を凝らして取り組む

ことが期待される。 

このためには、地方の自立性を向上させることが必要である。具体

的には、地方への義務付け・枠付けの見直しや権限移譲の推進など地

方分権改革を一層推進することが求められる。また、地方の行政の質

と効率性のさらなる向上に努める必要がある 2。 

さらに、地方分権を支える基盤である地方税の増収に取り組むこと

も必要である。このため、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地

方税体系を構築しながら歳入に占める地方税収の割合を高めるととも

に、地域経済の活性化による地方税の増収に取り組まなければならな

2 地方分権改革の具体的な改革の目指すべき方向等は「個性を活かし自立した地方をつく

る～地方分権改革の総括と展望～」（平成２６年６月２４日地方分権改革有識者会議（座長：

神野直彦東京大学名誉教授））に記載されている。 
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い。 

 

第二 平成２７年度の地方財政への対応 

 

１．地方一般財源総額の確保 

 

（１）一般財源総額の確保等 

 

○ 一般財源総額の確保 

地方自治体が住民サービスを安定的に提供していくためには、メリ

ハリをつけた歳出の重点化・効率化を実施する中で、社会保障関係費、

教育、防災・減災、社会資本整備などに必要な歳出総額をきちんと確

保する必要がある。加えて、景気回復の実感を全国津々浦々にまで届

けることが現下の最重要課題であることから、地方創生を推進するた

めの事業費と財源を確保することも必要である。 

また、安定的な行政サービスを提供するためには、安定的な財政運

営が確保されなければならない。このため、交付団体を始め地方の安

定的な財政運営に必要となる地方の一般財源総額について、平成２６

年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保すべ

きである。その際、社会保障・税一体改革による社会保障の充実分や

消費税率・地方消費税率の引上げに伴う社会保障関係費の増加分等に

ついては、一般財源総額に上乗せすべきである。さらに、地方自治体

が自主的・主体的に地方創生に取り組めるよう、地方創生の取組に要

する経費については、地方交付税を含む地方の一般財源を増額させる

べきである。 

 

○ 地方の歳出構造 

近年の地方歳出については、国の制度に基づく社会保障関係費の増

加を、給与関係経費や投資的経費の削減で吸収するという構造となっ

ている（資料２）。このため、給与関係経費、投資的経費ともに、ピ
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ーク時から大幅に減少しており、地方創生への取組も求められる中、

これまでと同様の対応を続けることは、困難となってきている。国・

地方を通じた財政健全化のため、地方財政計画における歳出・歳入の

水準を適正なものとしていくことが必要との指摘があるが 3、こうし

た地方歳出の現状を踏まえた議論が望まれる。 

 

○ 給与関係経費 

 地方公務員の数は、ピーク時の平成６年度の３２８万人と比較して、

平成２６年度は２７４万人と、５４万人（▲１６％）の減となってい

る（資料３）。一方、地方自治体は、社会保障等の対人サービスを担

っており、これらのサービスを適切に提供するためには、一定のマン

パワーの確保が重要である。今後、少子高齢化への対応がますます求

められることを考えると、これまでと同じように地方公務員の数を減

らすことは限界にきている。給与関係経費をめぐり、級別職員定数が

国より地方が高位に偏っていることが、人件費の増大要因になってい

るなどの指摘があるが 4、地方の現状を踏まえて議論する必要がある。 

 

○ 一般行政経費（単独） 

一般行政経費（単独）について、標準的な財政需要と認められない

ような、過剰な金額が計上されている可能性がある、国の取組と基調

を合わせた歳出削減を行うべきなどの議論がある 5。一般行政経費（単

独）は、地方が自主性・主体性を発揮して地域の課題解決に取り組む

ための必要経費であり、地方自治体の自主性を尊重して、枠として計

3 平成２７年度予算の編成等に関する建議（平成２６年１２月２５日財政制度等審議会。

以下「財政制度等審議会報告書」という。）３４ページ 
4 財政制度等審議会報告書３８ページ。同報告書では、都道府県職員の級別職員構成が国

家公務員より上位であり、地方の給与関係経費について、国家公務員と同じ級別構成によ

る職員配置を前提に積算する方式に改める必要があるとの指摘がある。国の級別職員構成

は、府省毎に大きな違いがある。府省毎に異なる級別職員構成の合成値である国の級別職

員構成を、地方の級別職員構成に機械的に当てはめて比較することは不適当である。なお、

地方公務員法改正（平成２６年４月）により、地方自治体は、等級別・職名別職員数を公

表する義務が課される。 
5 財政制度等審議会報告書３７ページ 
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上している。地方分権改革の進展により、地方自治体の主体的な取組

がより求められることとなる中で、地方単独事業の重要性はますます

高まっていく。 

また、地方自治体が提供する行政サービスは、国の制度に基づく全

国レベルの国庫補助事業と、地域の実情に応じたきめ細やかな地方単

独事業を組み合わせて住民に提供することにより、住民生活の安心が

確保されている。これまで、地方単独事業は、社会保障関係費を含め

て据え置いてきているが、国の歳出の取組と基調を合わせ、国庫補助

事業の増加に合わせて、地方単独事業についても増加させることが適

当である（資料４）。 

 

○ 歳出特別枠 

地方財政計画に計上されている歳出特別枠について、経済再生の進

展や地方歳出の効率化の観点から、廃止又は大幅な縮小を行うべきと

の議論がある 6。しかし、近年の地方財政計画の歳出は、歳出特別枠

を含めてもほぼ横ばいであり、歳出特別枠で住民への基礎的なサービ

スがようやく支えられているのが実態である（資料５）。また、歳出

特別枠は、リーマンショック後の緊急対策として設けられたものであ

るが、景気回復の実感はいまだ日本の隅々にまで行き渡っておらず、

歳出特別枠を一方的に減額することは適当ではない。リーマンショッ

クにより疲弊した地域経済を活性化させ、経済活性化の効果を全国

津々浦々に及ぼすためには、歳出特別枠を引き続き確保することが必

要である。歳出特別枠が一般行政経費の計画額と決算額の乖離を縮小

する役割を担っていることも踏まえ、歳出特別枠分の歳出を実質的に

確保する必要がある。 

 

○ 財政調整基金の増、地方税収の決算上振れ 

近年の地方税の決算が計画額を上回る結果、財政調整基金の残高が

6 財政制度等審議会報告書３５ページ 
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増加している、近年の税収動向も踏まえた適切な水準の地方税収を見

積もることが必要であるとの議論がある 7。近年、地方の基金残高は

増加傾向にあるが、地方税収等の決算額が計画額を上回っている場合

に、財政調整基金への積立てを行っておくことは、財政運営の年度間

調整の観点から当然の対応である（資料６）。 

また、地方税収の見積もりは国税の見積もりや経済見通しを基礎と

しており、これらを的確に行うことが地方税収の的確な見積もりに直

結するものと考える。 

 

（２）地方交付税の法定率引上げと別枠加算への対処 

 

○ 地方交付税の機能と法定率引上げ 

我が国では、地方自治体が行政サービスの主な担い手である。地方

交付税制度は、全国どこの地域に住んでいても、標準的な行政サービ

スを受けられるようにするため、サービスの担い手である地方自治体

に財源を保障している。また、この財源保障によって地域間の財源の

不均衡を是正する、財源調整（格差是正）機能も果たしている。地方

交付税がその本来の役割である財源保障機能と財源調整機能を発揮で

きるようにするためには、その総額を確保することが必要となる。 

近年、地方財政は、毎年度巨額の財源不足が生じている。しかしな

がら、平成８年度以降、１９年連続で地方交付税法第６条の３第２項

の規定（毎年度分として交付すべき普通交付税の総額が引き続き地方

団体の財源不足額の合算額と比べ著しく不足する場合）に該当してい

るにもかかわらず、法定率の引上げではなく、国と地方とが折半して

補填する、いわゆる折半ルールにより対処されてきた。 

地方交付税の安定性と地方自治体の予見可能性を高めるため、これ

まで当審議会が繰り返し指摘してきたように、地方交付税法の本来の

姿に立ち戻り、地方交付税法定率を引き上げ、臨時財政対策債の発行

7 財政制度等審議会報告書３９、４０ページ 
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を抑制すべきである。 

 

○ 別枠加算 

平成２７年度の地方税収については、経済再生の進展や地方消費税

率の引上げにより、リーマンショック前とほぼ同水準となることが見

込まれていることから、別枠加算については、即座に廃止すべきであ

るとの議論がある 8。地方税収は、リーマンショック以前の水準まで

回復しておらず（資料７）、地方交付税の別枠加算を含む危機対応モ

ードから平時モードへの切替えは、経済再生に合わせて進めていくこ

とが必要である。また、景気回復の実感を全国津々浦々にまで届ける

ことが現下の最重要課題であることを踏まえながら対応すべきである。

なお、消費税率引上げによる増収は社会保障に充てるものであり、「経

済再生」とは別に考えるべきである。 

さらに、別枠加算は、地方の巨額の財源不足に対して、法定率の引

上げで対応できない中で設けられた措置であることにも留意する必要

がある。 

 

○ 交付税特別会計への直接繰り入れ 

国税５税 9の法定率分は、本来地方の税収とすべきものを国が代わ

って徴収するもので、「間接課徴形態の地方税」と考えるべきもので

ある。地方の固有財源としての性格をより明確にするため、国税５税

の法定率分を、地方法人税と同様に、国の一般会計を通さず、交付税

特別会計に直接繰り入れることとすべきある。 

 

２．地方創生への対応 

 

8 財政制度等審議会報告書３５ページ 
9 従来の国税５税（所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税）に加え、平成２６年度

に創設された地方法人税が交付税原資となったが、地方法人税は交付税特別会計に直接繰

り入れられている。 
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（１）地方創生のための一般財源の確保等 

 

地方創生は、国と地方が適切に役割分担を行った上で、地方が自主

的・主体的に取り組むべき課題である。少子化や人口減少などの要因

や課題は地域ごとに大きく異なることから、地域の課題解決について

は、地域の実情に応じ、地方の創意と責任で推進されることが重要で

ある。 

地方自治体が自主性・主体性を最大限に発揮できるようにするため、

地方創生の取組に要する経費について、地方財政計画の歳出に計上し、

地方交付税を含む地方の一般財源を充実すべきである。 

また、地方創生の取組に要する経費については、地方交付税の算定

において、地方自治体が地方創生や人口減少の克服に取り組むための

財政需要を的確に反映するための指標を用いた算定を行うべきである。 

 人口減少を克服し、地方創生を成し遂げるためには、人口、経済、

地域社会の課題等の構造的な課題に対して一体的に取り組むことが必

要である。このような構造的な課題の解決には長期間を要するため、

平成２８年度以降も平成２７年度の取組を継続し、地方創生の取組を

息長く支援すべきである。 

 

（２）地方税収の増収のための取組の推進 

 

地域経済の活性化は、税源涵養を通じて税収の増加をもたらし、地

域の自立や地方財政の質の向上に貢献する。同時に、地方での新しい

雇用の創出が、地方への新しい人の流れを創出するという、「しごと」

が「ひと」を呼び、「ひと」が「しごと」を呼び込む好循環を確立す

ることが期待される。 

地域には、自然、景観、文化、再生可能エネルギー、地場産品等の

多様な地域資源がある。また、産業界、大学等教育機関、地域金融機

関等の地域経済活性化の担い手がいる。このような地域の持っている

資源や人材、そして知恵を活かした地域経済の活性化が求められてい
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る。 

このため、産・学・金・官の連携により、雇用吸収力の大きな地域

密着型企業の立ち上げを支援する「ローカル１０，０００プロジェク

ト 10」や、自立的で持続可能な地域エネルギーシステムの構築を図る

「分散型エネルギーインフラプロジェクト 11」などを推進し、地域全

体の所得の向上を図り、税収増に直結する地域の経済構造改革に着手

することが必要である。 

また、地域の活性化を図るため、中核性のある都市が近隣市町村と

有機的に連携し、地方中枢拠点都市圏 12や定住自立圏 13を形成し、圏

域全体の経済成長の牽引、高次の都市機能の集積、生活機能サービス

の確保・向上といった取組を推進すべきである。 

このような地域の経済構造改革や広域連携の取組を推進するために、

適切な財政措置が必要である。 

 

（３）地方への新しい人の流れの創出 

 

地方創生を推進するためには、地方への新しい人の流れをつくる、

地域社会を担う個性豊かで多様な人材を確保することが必要である。

このため、地域における地域活性化を担う人材確保の取組や、都市か

ら地方への移住・定住等を支援すべきである。 

具体的には、都市地域から条件不利地域に生活の拠点を移し地域協

10 地域経済イノベーションサイクルとして、中小企業庁等と連携し、津々浦々を牽引する

地域密着型企業の１万事業程度の立ち上げを目指す取組。 
11 地域の関連企業と連携した地方自治体のプロジェクトを推進し、自立的で持続可能な地

域分散型のエネルギーシステムを構築することにより、電力改革で開放される新たな市場

を地域経済に組み込む取組。 
12 圏域の中心都市と近隣の市町村が、地方自治法に基づく連携協約を結ぶことにより「地

方が踏みとどまるための拠点」を形成するもの。なお、現在地方中枢拠点都市圏について

は、高次地方都市連合（例えば、人口１０万人以上の都市からなる複数の都市圏が、高速

交通ネットワーク等により相互に１時間圏内となることで一体となって形成される概ね人

口３０万人以上の都市圏）、都市雇用圏（地域経済の将来像について、客観的かつ横断的に

分析するため、学者の考えた分析手法を紹介したもの）と統一する方向で調整中。 
13 中心市と近隣市町村が生活実態や将来像を勘案し、協定を結ぶことにより形成される圏

域。 
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力活動を行い、地域への定住・定着を図る「地域おこし協力隊」制度

の推進や、移住希望者に対する移住情報の提供や相談支援、移住者に

対する就職・住居支援などの取組を進めるべきである。 

 

（４）地方大学の力を活かした地方創生 

 

 地方大学は、これまで、地域における高等教育及び学術研究機会の

提供と、地域社会における知的・文化的拠点としての中心的役割を担

ってきた。さらに、国を挙げて「人口減少克服・地方創生」という課

題に取り組む中で、地方大学が地方自治体や地元企業などと連携した

「地方への新しい人の流れをつくる」、「地方に仕事をつくる」取組を

実施することが期待されている。 

とりわけ、地方からの人口流出は、大学進学時と卒業後の最初の就

職時という２つの時点において顕著であることから、大学卒業後の若

者の地方定着を促進するため、在学中から大学の授業等においてイン

ターンシップを実施することなどにより地域との関わりを深める取組

や、卒業生が地方に定住して働くことのできる雇用を創出することが

必要である。 

このため、地方大学への進学、地元企業への就職や都市部の大学か

ら地方企業への就職を促進するよう、地元企業とも協力しつつ、奨学

金を活用した大学生の地元定着の取組や、地方自治体と大学との連携

による雇用創出・若者定着に向けた取組が重要であり、国においても

これに対する支援措置を講じる必要がある。 

特に、公立大学は、地方自治体が設置する大学として、率先して地

域課題の解決に取り組む使命を有しており、積極的に産業振興・雇用

創出の取組を行うことが期待される。 

 

３．社会保障・税一体改革の着実な推進 

 

社会保障は、年金を除く医療・介護・子育てなどが地方自治体を通
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じて国民に提供されており、地方自治体の役割が極めて大きい。社会

保障制度改革については、国と地方が一体となって推進していくこと

が重要である。このため、社会保障制度改革の具体的な内容について、

国が地域における社会保障の運営責任者である地方側と十分に協議を

行い、その理解と協力を得ることが必要である。 

子ども・子育て支援新制度 14は、当初の予定どおり、平成２７年４

月からの施行が予定されている。新制度では、住民の幼児教育・保育

等の需要を調査し、計画的なサービス提供の責務が地方自治体に課さ

れることとなる。もとより、住民の保育ニーズを踏まえ、待機児童の

解消等に地方は取り組んでいるところであるが、新制度における地方

自治体の責務と役割にふさわしい財源を確実に確保すべきである。 

介護保険制度については、平成２７年度から開始される第６期介護

保険事業計画を着実に実施するとともに、地域医療介護総合確保基金

15の所要額の確保等により、医療・介護の一体的な提供を可能とする

地域包括ケアシステム 16の構築を推進すべきである。また、介護報酬

改定にあたっては、介護従事者の処遇改善に取り組むべきである。 

国民健康保険制度については、持続可能な制度を構築するため、社

会保障・税一体改革において方針の決まっている低所得者対策のうち、

未だ実現していない保険者支援制度 17の拡充（１，７００億円程度）

を速やかに実施するとともに、後期高齢者支援金の全面総報酬割導入

18等により生じる財源を優先的に活用した追加公費投入によりさらな

14 平成２４年８月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」及

び「子ども・子育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備

等に関する法律」の子ども・子育て関連３法に基づき、市町村が、地域の幼児教育・保育

の需要を調査の上、子ども・子育て支援事業計画を策定し、幼児教育・保育・地域の子ど

も・子育て支援を総合的に推進する制度。 
15 病床の機能分化・連携、在宅医療・介護の推進、医療・介護従事者の確保・勤務環境の

改善等のため、都道府県に平成２６年度に設置された基金。 
16 できる限り住み慣れた地域で住宅を基本とした生活の継続を目指すための、医療、介護、

予防、住まい、生活支援サービスが連携した要介護者等への包括的な支援。 
17 保険料軽減の対象となる低所得者数に応じて、平均保険料の一定割合を保険者に対して

財政支援するもの。 
18 ７５歳以上の医療給付費は、公費、７５歳以上高齢者の保険料及び現役世代の保険料に

よる支援金（後期高齢者支援金）で支えられており、後期高齢者支援金の被用者保険によ
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る財政基盤の強化を図り、財政上の構造問題を解決すべきである。あ

わせて、その運営については、都道府県が市町村との適切な役割分担

を行いつつ、安定的な財政運営や効率的な事業運営の確保等、中心的

な役割を担う仕組みとすべきである。また、高齢化に伴い医療費の増

加が見込まれる中で、将来にわたる安定的な制度運営が可能となるよ

う、今回の国保改革以降も国は適切な措置を講じていくべきである。 

 

４．東日本大震災からの復興 

 

東日本大震災からの復旧・復興には莫大な費用を要するが、住民と

ともに復旧・復興に取り組む被災自治体の財政運営に支障が生じるこ

とがあってはならない。 

平成２５年１月２９日に開催された復興推進会議において、集中復

興期間（平成２３年度～平成２７年度）における復旧・復興事業の規

模と財源について、見直すことが決定され、震災復興特別交付税など

の財源確保が図られている。この方針に従い、東日本大震災の復旧・

復興事業等について、通常収支とは別枠で整理し、地方の所要の事業

費及び財源を確実に確保し、復旧・復興事業が着実に実施される必要

がある。 

 

５．合併後の市町村の姿に対応した地方交付税の算定 

 

「平成の合併」により、全国の市町村数は大幅に減少する一方、１

市町村当たりの平均面積が拡大する等その姿が大きく変化した。 

合併市町村においては、各コミュニティの維持・活性化を担うとと

る負担分については、原則、各保険者の加入者数で按分しているが、被用者保険者の財政

力にばらつきがあることから、加入者数に応じた負担では、財政力の弱い保険者の負担が

相対的に重くなる。そのため、財政力の弱い協会けんぽの財政支援を行うとともに、負担

能力に応じた費用負担とする観点から、被用者保険者間の按分について、３分の１を総報

酬割、３分の２を加入者割とする負担方法を導入している。これを全面総報酬割とすると、

協会けんぽへの財政支援（国庫負担）は不要となる。 
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もに、災害時には災害対策の活動拠点となる支所の重要性が増してい

る。また、行政区域の拡大に伴い必要な経費が増加する行政サービス

もある。 

このため、平成２６年度から段階的に行われている支所に要する経

費の算定を継続するとともに、合併算定替の特例期間の状況を踏まえ

ながら、引き続き、市町村の姿の変化に対応して、これを地方交付税

の算定に適切に反映していく必要がある。 

 

６．地方財政の健全化、透明性の向上等 

 

（１）地方公会計の整備促進 

 

地方自治体の財政状況について、住民や議会に対する説明責任を果

たすとともに、公共施設等のマネジメントを適切に実施するためには、

発生主義・複式簿記といった企業会計の考え方及び手法を参考として、

固定資産台帳を含む財務書類等を整備していくことが重要である。 

このため、全ての地方自治体において、統一的な基準 19による財務

書類等を作成・公表する必要がある。また、管理会計的な観点から、

施設別・事業別のセグメント分析等を実施して予算編成等に活用し、

地方自治体の限られた財源を「賢く使うこと」も必要である。 

国においては、統一的な基準による財務書類等が地方自治体におけ

る標準装備のマネジメント・ツールとして可能な限り早期に整備され

るよう、地方共同法人の活用も視野に入れた共通システムの一括整備

など、地方自治体の事務負担や財政負担を軽減するために必要な措置

を講じるべきである。 

 

（２）公共施設等の総合的な管理の推進 

19 平成２６年４月３０日、今後の新地方公会計の推進に関する研究会（座長：鈴木豊青山

学院大学名誉教授）が報告書をとりまとめ、財務書類等の統一的な基準が示された。 
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過去に建設された公共施設等が、これから大量に更新時期を迎える。

しかし、地方自治体は厳しい財政状況にあるほか、人口減少・少子高

齢化等により、今後の公共施設等の利用需要が変化することが見込ま

れる。 

このため、地方自治体は、頻発する大規模災害への備えや人口減少

社会における公共サービスの安定供給も念頭に、地域住民と十分な議

論を行うとともに、近隣の地方自治体との連携や国公有財産全体の有

効活用など、幅広い検討を行いながら、公共施設等総合管理計画 20の

策定を一層推進する必要がある。 

国においては、このような地方自治体の取組を支援するため、公共

施設等総合管理計画の策定に係る特別交付税措置や公共施設等総合

管理計画に基づく解体撤去事業への地方債の充当を継続する必要があ

る。さらに、人口減少・少子高齢化を踏まえ公共施設の最適配置を進

める中で、統廃合や転用が大きな課題となることから、これらを促進

するための財政措置を講じるべきである。 

 

（３）地方財政の健全化と地方債制度の見直し 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成２１年の全面施行

から５年が経過しており、地方自治体の財政健全化指標は、一定の改

善が見られる一方、異なる会計間での単年度貸付金について年度末に

翌年度の貸付金を財源として返済する赤字処理や公有地信託に伴う地

方自治体債務の発生などの新たな課題も生じている。こうしたことか

ら、この間の財政健全化の状況を検証するとともに、新たな課題への

20 平成２６年４月２２日、総務大臣は、地方自治体に対し、公共施設等総合管理計画の策

定を要請した。同時に、総務省は、地方自治体に対し、公共施設等総合管理計画の記載事

項・留意事項をまとめた「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」を通知した。

平成２６年１０月１日現在、指定都市４団体、市区町村１団体が策定済み。また、都道府

県及び指定都市は全団体、市区町村においても９８．０％の団体において、平成２８年度

までに、公共施設等総合管理計画の策定が完了する予定。 
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対応について検討する必要がある。また、地方自治体が他団体との比

較も含め、自らの財政状況をより的確に把握し、継続して財政健全化

に取り組むことができるよう、決算統計、地方財政健全化法、公会計

それぞれの指標を組み合わせることにより一層わかりやすい財政情報

の開示方法の検討も必要である。 

また、地方債については、平成２４年度から届出制度が導入されて

おり、地方自治体の主体的・機動的な資金調達に貢献しているところ

である。今後、届出制度の運用状況も踏まえつつ、地方債の発行に関

する国の関与の在り方について、地方自治体の自主性・自立性を高め

る観点、地方債についての市場の信認やリスク・ウェイトがゼロとい

う現行の位置づけが維持されるという観点から、必要な見直しを進め

ていくべきである。 

 

（４）公営企業会計の適用拡大の推進 

 

インフラの大量更新時代を迎える公営企業において、施設の管理や

計画的な更新等に適切に対応し、経営基盤の強化と財政マネジメント

の向上に取り組むためには、自らの損益・資産等を正確に把握するこ

とが必要となる。このため、現在官庁会計方式で運営されている公営

企業について、地方公営企業法の財務規定等を適用（公営企業会計を

適用）することが重要である。特に、簡易水道事業及び下水道事業に

ついては、資産の規模が大きく、住民生活に密着したサービスを提供

することなどから、一定規模以上の団体を重点として、公営企業会計

の適用を推進すべきである。 

 

（５）地方債資金の確保 

 

地方債資金については、地方自治体が地域の活性化に積極的に取り

組むことができるよう、長期かつ低利の資金を提供するため、所要の

公的資金を確保すべきである。 
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特に、臨時財政対策債については、本来、地方交付税の法定率の引

上げで対応すべき地方の財源不足を補うための制度として創設されて

いるものであるため、地方の財源保障の観点から、その資金調達に当

たっては国が責任を持って一定の資金を確保する必要がある。 

また、財政力の弱い地方自治体が円滑に資金調達できるよう、地方

自治体の共同調達機関である地方公共団体金融機構の財務基盤の充

実及び貸付規模の確保を図るべきである。 

公営競技納付金制度 21は、地方公共団体金融機構の重要な財務基盤

であり、納付金を原資とする健全化基金の運用益を活用した低利貸付

が財政状況の厳しい地方自治体にとって必要不可欠なものとなってい

ることに鑑みて、平成２８年度以降においてもその延長を図るべきで

ある。 

 

７．地方公営企業、第三セクター等の経営健全化 

 

（１）公営企業の経営改革 

 

公営企業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則と

する一方で、住民生活の維持、向上のために必要な社会資本を整備し、

サービスを提供するという公的役割を担っている。 

近年、人口減少等による料金収入の減少、高度成長期以降に急速に

整備されたインフラの大量更新期の到来等により、公営企業を取り巻

く経営環境は急速に厳しさを増しつつある。 

このような状況の中で、公営企業が地域において住民生活を営むた

めに必要なサービスの提供を安定的に継続するためには、中長期的な

視野に立った経営計画（経営戦略）を策定し、投資のあり方の見直し

や必要な財源の確保をはじめとする施設・財務・組織・人材等の経営

21 公営競技を行う地方自治体のうち一定の黒字団体が、地方債の利子の軽減に資するため

の資金として、収益の中から、売上金に対し一定の率で地方公共団体金融機構に納付する

制度。 
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基盤の強化に取り組むことが必要である 22。 

 

（２）公立病院改革 

 

医療介護総合確保推進法 23が制定され、都道府県が地域の医療提供

体制の将来のあるべき姿を地域医療構想 24で示すこととされているこ

とから、この実現への取組と整合性をとりながら、公立病院改革を引

き続き推進する必要がある。 

また、同法の制定により都道府県は、地域の医療提供体制の確保に

ついて、これまで以上の責任を有することとなるため、市町村の公立

病院改革にも積極的に関与すべきである。 

国は、これを踏まえ新たな公立病院改革ガイドラインの策定を行う

必要がある。一方で、医師・看護師不足が深刻化するなど、公立病院

にとって厳しい経営環境が継続しており、地域医療を確保する観点か

ら、所要の地方財政措置が必要である。 

 

（３）第三セクター等の経営健全化の推進 

 

第三セクター及び地方公社は、地域において住民の暮らしを支える

重要な役割を担っているが、経営が著しく悪化した場合には、地方自

治体の財政に深刻な影響を及ぼすことが懸念される。このため、国に

おいては平成２１年度から平成２５年度までの間、第三セクター等に

ついて、存廃を含む抜本的改革に集中的に取り組むことを推進し、全

22 「経営戦略」の策定とそれに基づく経営基盤強化の取組に係る手順、留意点等について

は、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」（平成２６年８月２９日付総務省自

治財政局公営企業課長等通知）に記載されている。 
23 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する

法律。効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに、地域包括ケアシステムを構

築することを通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進することを目的とし

たもの。 
24 地域における病床の機能の分化及び連携を推進するため、地域ごとに策定される将来の

医療提供体制に関する構想。 
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国的には相当程度の成果をあげたところである 25。 

一方で、今後とも地方自治体は、関係を有する第三セクター等につ

いて自らの判断と責任による不断の効率化・経営健全化に取り組むこ

とが必要である。特に、財政的なリスクが潜在的に極めて高い水準に

達している地方自治体等にあっては、当該第三セクター等の抜本的改

革を含む経営健全化に速やかに取り組むことが求められる。 

また、現下の社会経済情勢を踏まえれば、公共部門においても民間

の資金やノウハウを積極的に活用することが求められており、第三セ

クター等はその経営が健全に行われている場合には、有力な手法の１

つとなるものである。あわせて、圏域を越えた活動が可能であるなど

の長所を有している。 

 このため、第三セクター等について、効率化・経営健全化と地域活

性化への適切な活用とを両立させることが求められており、地方自治

体は、第三セクター等が果たすべき役割について不断の検討を行いつ

つ、適切な関与を怠らないようにすることが必要である 26。 

 

おわりに ～地域から展望を切り開く節目に～ 

 

 来年は戦後７０年となる。戦災の復興に続く高度成長により、国民

生活は大きく向上した。その道のりを地方は、国と一体となり歩んで

きた。しかしながら、これまでの国づくり、地域づくりは規模の拡大

に傾いてきたことは否めない。終戦直後の約７，２００万人から１９

６７年に１億人を超えた総人口についても、増加を当然のこととみて

25 第三セクター等の抜本的改革の進捗状況（平成２０年度と２５年度の比較）は、以下の

とおり。 

・地方公共団体の損失補償、債務保証額 △４５．５％ 

・第三セクター等の借入額       △３５．３％ 

・地方公共団体からの補助金交付額   △３８．６％ 

・債務超過法人数           △３１．１％ 
26 第三セクター等の効率化・経営健全化と地域活性化への適切な活用とを両立させる手法、

留意点等については、「第三セクター等の経営健全化の推進等について」（平成２６年８月

５日付総務大臣通知）等に記載されている。 
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きたところがある。 

 長引く経済の低迷や少子高齢化、さらには人口減少時代を迎えて、

これまでの「右肩上がり」を前提とした国と地域の仕組みでは対応が

困難な状況になっている。そのことを直視して、今後の国づくり、地

域づくりはいたずらに規模拡大を求めるのではなく、日本列島に散在

する多様な資源を地域の創意で生かし、持続的な住民生活の安心・安

全と地域の活性化につなげていくことが期待される。 

 地域では今、これまで条件が不利とされてきた離島や中山間地を含

めて、地域ぐるみの発意と活動による取組が広がっている。外部の人

材や知恵も柔軟に取り入れながら、超高齢化や人口減少にひるむこと

なく続けられているこうした地域の活動を、しっかり支えていかなけ

ればならない。国の地方創生策の役割はここにある。 

 地域からこの国のあらたな展望を切り開く。来年が節目の一歩とな

ることを期待してやまない。 
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地
方
公
務
員
の

総
職
員
数
の

推
移

 

（
年
）

 

（
単

位
：
千

人
）

 

▲
５
４
万

人
（
▲

１
６
％
）

 

○
 
平
成
２
６
年
の

総
職
員
数
は
、
約
２
７
４
万
人
。

 
   

   
  平

成
６
年
を
ピ
ー
ク
と
し
て
２
０
年
連
続
し
て
減
少
。

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
〔
対
平
成
６
年
比
で
約
▲
５
４
万
人
（
▲
１
６
％
）
〕

 

地
方
公
共

団
体

の
総

職
員

数
の

推
移
（
平
成

６
年

～
平
成
２
６
年
） 

資
料

３
 

-24-



23
.1

  

25
.2

  
26

.2
  

26
.5

  
27

.3
  

29
.4

  
30

.8
  

31
.1

  
31

.8
  

32
.9

  

8.
4 

 
9.

2 
 

10
.1

  
10

.6
  

11
.0

  

12
.9

  

14
.2

  
14

.7
  

15
.2

  
16

.1
  

2.
5 

 
2.

5 
 

2.
1 

 
2.

1 
 

2.
4 

 
2.

7 
 

2.
8 

 
2.

6 
 

2.
6 

 
2.

8 
 

12
.2

  
13

.5
  

14
.0

  
13

.8
  

13
.8

  
13

.8
  

13
.9

  
13

.8
  

14
.0

  
14

.0
  

05101520253035

H1
7

H1
8

H1
9

H2
0

H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

H2
6

一
般
行
政
経
費
の
分
析
 

（
兆
円
）

 

※
１

 
平

成
17

～
19

年
度

に
か
け
て
、
決
算
対
比
計
画
額
が
過

小
で
あ
っ
た
一

般
行
政

経
費
（
単

独
）の

加
算
を
す
る
一

方
、
投
資
的
経
費
（
単
独
）の

縮
減
を
同
時
に
実
施
。

 

※
２

 
一

般
行

政
経

費
の

う
ち
、
地
域
の
元
気
創
造
事
業
費
を
除

く
。

 
※

３
 
一

般
行

政
経

費
（
補
助
（
社
会
保
障
）
）
は
、
一
般
行
政

経
費

の
う
ち
、
生

活
保

護
費
、
児
童
保
護
費

、
障

害
者
自

立
支
援
給
付
費
、
介
護
給
付
費
、
児
童
手
当
（
子
ど
も
の
た
め
の

 
  
  
  

 金
銭

給
付

交
付

金
）
、
老
人
医
療
給
付
費
、
国
民
健
康
保
険
・
後
期

高
齢
者

医
療
制

度
関
係

事
業
費
、
保

育
緊
急

確
保
事
業
費
補
助
金
の
合
計
額
の
推
移
を
示
し
た
も
の
。

 

・
 
一
般
行
政

経
費

の
増

加
要

因
は

主
に
社
会

保
障

に
関
す
る
国

庫
補
助

事
業
の

増
。

 
・
 
一
般
行
政
経

費
（
単

独
）
は

ほ
ぼ

横
ば
い
。

 

一
般

行
政
経
費
（
総
額
）

 

一
般

行
政

経
費

（
補

助
（
社

会
保

障
）
）

 

一
般

行
政

経
費

（
補

助
（
そ
の

他
）
）

 

一
般
行
政
経
費
（
単
独
）

 

 

一
体

乖
離

是
正

（
※

１
）
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近
年
の

地
方

財
政
計
画
の
歳
出
は
、
高
齢
化

の
進

行
等

に
よ
り
社

会
保

障
関

係
費
（
一

般
行
政
経
費
に
計
上
）
が
増
加
す
る
一
方
で

、
 

行
政

改
革
等

に
よ
り
、
給
与
関
係
経
費
や
投

資
的

経
費

を
減
少
さ

せ
て

い
る

こ
と
か
ら

、
全
体
と
し
て
は
抑
制
基
調
に
あ
り
、
歳
出
特
 

別
枠

を
含
め

て
も
ほ
ぼ
横
ば
い
。
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（
兆
円
）

 

そ
の
他

 

公
債
費

 

投
資
的
経
費

 

一
般
行
政
経
費

 

給
与
関
係
経
費

 

歳
出
の
ピ
ー
ク

 

歳
出
特
別
枠

 

地
方

財
政
計

画
の

歳
出

の
推

移
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H2
1

H2
2

H2
3

H2
4

H2
5

財
政

調
整

基
金

残
高

 

（
兆
円
）

 

 

（
参

考
）
ま
た
、

H
2
1
－

H
2
5
の
財
政
調
整
基
金
残
高
の
増
加
額
（
1
.9
兆
円
）
の
う
ち
、
約

5
4
％
は
今
後
、
交
付
税
の
減
が
見
込

  
 

 
 

 
 ま

れ
る
合
併
団
体
と
、
通
常
の
事
業
を
見
送
っ
て
復
興
事
業
に
集
中
し
、
国
庫
補
助
金
や
復
興
特
別
交
付
税
の
精
算

 
 

 
 

 
 に

備
え
る
必
要
の
あ
る
被
災
団
体
の
増
。
さ
ら
に
、
約
７
％
は
特
定
目
的
基
金

か
ら
財
調
基
金
へ
の
振
替
等
の
特
殊

 
 

 
 

 
 事

情
を
有
す
る
特
定
団
体
の

増
。

 

 
近
年
の
財
政

調
整

基
金

の
増

は
、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
時

の
税
収

の
計
画

割
れ
が

非
常

に
大

き
か

っ
た
こ
と
を
も
踏

ま
え
、
将
来
、
同
様

の
こ
と
が

お
き
た
場
合

に
備

え
て
、
税

収
回
復

に
よ
る
計
画

上
振

れ
分

は
、
そ
の

年
度

に
活

用
す
る

の
で
は
な
く
で
き
る
限

り
基

金
に
積

み
立
て
よ
う
と
い
う
財
政

運
営
の

年
度
間

調
整

の
取

組
の

現
れ

（
そ
の

他
の

特
殊

要
因
に
つ
い
て
は

参
考

参
照

）
 

地
方
税
収
の
決
算
額
－
計
画
額

 

地
方

税
及
び

地
方

譲
与

税
（

決
算

－
計

画
）

と
財

政
調
整
基
金
の
推
移
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H2
6

H2
7

地
方
税
・
地
方
譲
与
税

 

(年
度
）
 

(財
源
不
足
額

 
兆
円
）
 

※
 
（
 
）
は
折
半
対
象
財
源
不
足
額
。

 

(地
方
税
・
地
方
譲
与
税

 
兆
円
）
 

（
仮
試
算
）
 

＜
地

方
の

財
源
不
足

額
と
地

方
税
収
（

地
方
財

政
計
画
ベ

ー
ス

）
＞

 

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
前
の
地
方
税
収
の
水
準

 

４
１
．
１
兆
円

 

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
前
の
平
時

 

リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以
前
は
折
半
対
象
財
源
不
足
が
な
い
状
態

 

地
方

税
収

の
推

移
 

○
 危

機
対
応
モ
ー
ド
か
ら
平
時
モ
ー
ド
へ
の
切
替
え
は
、
「経

済
再
生
に
合
わ
せ
て
」進

め
て
い
く
も
の
（中

期
財
政
計
画
）。

 

○
 地

方
税
収
は

、
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
以

前
の
水

準
ま
で
回
復
し
て
い
な
い
。

 
  ※

 
消
費
税
率
引

上
げ
に
よ
る
増

収
は

社
会
保

障
に
充

て
る
も
の

で
あ
り
、
「
経
済
再

生
」
と
は

別
。

 

※
 
地
方
税
収
は
、
地
方

消
費
税
引
上
げ
に
よ
る
増
収
分
（
2
6
年
度
：
0.

5
兆
円
、

2
7
年
度
（仮

試
算
）
：1

.9
兆
円
）を

除
く
。

 
※

 
2
7
年
度
（
仮
試
算
）
の

地
方
税
収
は
、
概
算
要
求
時
点
に
お
い
て
「
中
長
期
の
経
済
財
政
に
関
す
る
試
算
」
（平

成
2
6年

７
月

2
5日

内
閣
府
）
に
よ
る
名
目
成
長
率
等
を
用
い
て
機
械
的
に
積
算
し
た
仮
置
き
の
も
の
。
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